
社会福祉連携推進シンポジウム
～社会福祉連携推進法人等の連携・協働の取組～

お申し込み

11/６

令和６年10月30日(水)17:00 締切

申し込みフォーム
https://forms.office.com/r/3ZW0DNaP2X

令和４年４月から始まった「社会福祉連携推進法人制度」。
令和６年３月末時点で、全国で21法人の社会福祉連携推進法人が設立されています。
また、社会福祉連携推進法人制度以外の様々な社会福祉法人等の連携・協働の取組もなされ
ているところです。

当シンポジウムでは、社会福祉連携推進法人制度を中心に、連携・協働の取組の実態やその効
果、メリット等をご紹介いたします。

プログラム①
社会福祉連携推進法人等の関係者による
取組の紹介プレゼンテーション（予定：10法人等）

参加対象者
• 社会福祉連携推進法人に興味のある社会福祉法人や団体の関係者
• 社会福祉連携推進法人の関係者
• 所轄庁（地方自治体）の関係者

厚生労働省 令和６年度 社会福祉推進事業

（水）

2024
15:30 
18:00

ハイブリッド開催（参加無料）

開始

終了※

会場：大手町ワンタワー18階

（東京都千代田区大手町１丁目２−１）

オンライン：Zoomでの同時配信

先着順：150名

プログラム②
社会福祉連携推進法人の関係者による
パネルディスカッション（予定：４法人）

※会場は18:30終了
（ネットワーキングや登壇者への質問等の時間を予定：参加自由）

厚生労働省令和６年度社会福祉推進事業「社会福祉連携推進法人制度の活用の促進等に関する調査研究」事務局

PwCコンサルティング合同会社

jp_cons_mhlw_renkeisuishinhoujin-survey@pwc.com
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